
書面表決書 
 

令和２年６月１６日付２北ま住第１４０１号「特定空家等の状態にあるか否かの判定及び特

定空家等に係る措置について（諮問）」により諮問があった東京都北区空家等対策審議会の各議

題について、下記のとおり表決します。 

 令和２年６月  日 

                      東京都北区空家等対策審議会委員 
 

氏 名                 

議 題 表決 意見等 
（１）特定空家等に係る勧告に関する審

議について（管理番号３０－０

３） 
【第５７号議案】 

賛成 ・ 反対  

（２）特定空家等の状態にあるか否かの

判定に関する審議について（状態

改善）（管理番号０１－０３） 
【第５８号議案】 

賛成 ・ 反対  

（３）特定空家等の状態にあるか否かの

判定に関する審議について（状態

改善）（管理番号０１－０８） 
【第５９号議案】 

賛成 ・ 反対  

（４）特定空家等の状態にあるか否かの

判定に関する審議について（状態

改善）（管理番号０１－０９） 
【第６０号議案】 

賛成 ・ 反対  

（５）特定空家等の状態にあるか否かの

判定に関する審議について（状態

改善）（管理番号０１－１０） 
【第６１号議案】 

賛成 ・ 反対  

（６）特定空家等に係る勧告に関する審

議について（管理番号０１－１

８） 
【第６２号議案】 

賛成 ・ 反対  

※それぞれ案件の表決に〇をして、御返送ください。 
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